
議案第 号 

 

鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約の変更に関す

協議について 

 

 

鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約を変更す こと

に関し 別紙のとお 協議を行うことについて 地方自治法 昭和 「「 年法律第

67 号 第 「5「 条の 第 」 項において準用す 同法第 「5「 条の 「 の 「 第 」 項の規

定によ 議会の議決を求め  

 

 

 

 

令和元年 月 日提出 

 

日野町長    﨏 淳 一 
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鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約変更の理

と概要 

 

1 趣旨  

新地方公務員法施行に伴う規約改正 非常勤職員 の文言を 会計年度任用職

員 に改め  

 

「 附則 

令和 「 年 4 月 1 日 

-「- 



鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約 一部を改正す 規約 

    鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約 成 1」 4 月 1 日施行 一部を次 うに改正す  

 

改正  改正前 

  

 報酬  

第15条 審査会 委員及び事務を補助す 職員 うち地方公務員法

昭和 「5 法 第 「61 号 第 「「 条 「 第 1 項に規定す 会計

度任用職員 下 会計 度任用職員 という 報酬 額

別表第 「 と とす  

 

 費用弁償  

第 16 条 審査会 委員及び会計 度任用職員 審査会に出席し 又

そ 他公務 ため旅行したと そ 旅行について費用弁償

として旅費を支給す  

 

別表第 「 第 15 条関係  

報酬 

区分 略 

審査会 委員 

会計 度任用職員 

 

別表第 」 第 16 条関係  

旅費 

区分 

 

略 

審査会 委員 

会計 度任用職員 
 

 

報酬  

第15条 審査会 委員及び事務を補助す 職員 うち非常勤特別職

職員 下 非常勤職員 という 報酬 額 別表第 「

と とす  

 

 

 費用弁償  

第 16 条 審査会 委員及び非常勤職員 審査会に出席し 又 そ

他公務 ため旅行したと そ 旅行について費用弁償として

旅費を支給す  

    

別表第 「 第 15 条関係  

報酬 

区分 略 

審査会 委員 

非常勤職員 

 

別表第 」 第 16 条関係  

旅費 

区分 

 

略 

審査会 委員 

非常勤職員 
 

附 則 

こ 規約 和 「 4月 1 日 施行す  

-」- 


